
 

岐阜工業高等専門学校専攻科学生の試験，成績評価及び修了認定に関する内規 

 

 

制定 平成 7年 4月 17日 

第１章 試験 

（試験の種類等） 

第１条 試験は，平常試験，期末試験及び追試験とする。ただし，レポート等をもって試験の一部

に代えることがある。 

（平常試験） 

第２条 平常試験は，各授業科目担当教員が，その授業時間に随時実施する。 

（期末試験） 

第３条 期末試験は，各学期末に一定期間を定め，当該授業科目担当教員が必要と認めた場合に行

う。 

（追試験） 

第４条 追試験は，病気その他やむを得ない事由によって試験を受けられなかった者に対し，当該

授業科目担当教員が必要と認めた場合に行う。 

２ 試験を受けようとする者は，所定の追試験受験願（別紙様式第１号）を専攻科長又は専攻科長

補佐を経て当該授業科目担当教員に提出するものとする。 

第５条 削除 

（試験の実施） 

第６条 試験の実施については，別に定める。 

（不正行為） 

第７条 試験に関し，不正行為を行った者に対しては，その試験または定期試験においては該当期

間の全試験の成績点を０点とする。 

  第２章 成績評価 

（成績評価） 

第８条 成績評価は，平素の学習状況，提出物及び試験の成績等に基づき各授業科目担当教員が決

定する。ただし，複数の学期にわたって同一名で開講される授業科目の成績評価は，各学期ごと

に当該学期の授業科目担当教員が決定する。 

（成績評価の表示） 

第９条 成績評価の表示は，１０から２までの整数で表示し，６以上を合格とし，５から２までを

不合格とする。 

２ 国際連携実習１，国際連携実習２，科学技術リテラシー教育実習，特別実習及び岐阜工業高等

専門学校学則（昭和３８年４月１日制定）（以下「学則」という。）第１３条の３第１項に定める

成績評価は，合格又は不合格とする。 

３ 成績評価の表示は，前２項の規定にかかわらず，別に定めるところにより，優，良，可及び不

可その他の表示をすることができる。 

（成績異議申し立て） 

第１０条 学生は，当該期の成績評価について，異議を申し立てることができる。 

２ 異議申し立て期間は，年度ごとに校長の承認を経て決定する。 

（成績評価の通知） 

第１１条 成績評価は，学期ごとに学生に通知する。 

  第３章 履修及び修了認定 

（履修等） 

第１２条 各授業科目について，出席時数がその授業科目の実施授業時数の４分の３を超えた場合，

その授業科目を履修したものと認定する。 

２ 欠課時数が，実施授業時数の４分の１以上のときは，当該授業科目を未履修とし，成績評価を

１とする。 



３ 前項の規定にかかわらず，次の各号のすべてを満たし，提出書類を審査の上，校長が認めた場

合には履修したものと認定する。 

 一 成績評価が６以上の見込みであることを当該授業担当教員が証明できること。 

 二 出席時数が３分の２を超えること。 

 三 長期欠課が，病気又は怪我等による入院等その他やむを得ない理由によるものであること。 

４ 前項に該当する学生がある場合，指導教員は，次の各号に掲げる証明書等を取り纏めのうえ, 

学期末の当該授業科目の成績報告締切日以前に校長に提出しなければならない。 

一 成績評価及び出席時数証明書（別紙様式第２号） 

二 病気又は怪我等を証明する公的書類 

三 理由書（その他やむを得ない理由の場合） 

５ 第２項の規定に基づき未履修となった授業科目にあっては，再度履修しなければならない。 

６ 遅刻及び早退の取扱いについては，各授業科目担当教員の指導によるものとし，原則として，

３回をもって１単位時間の欠課時数に換算する。 

（単位の修得等） 

第１３条 履修した授業科目の成績評価が６以上又は合格の場合にその授業科目の単位修得を認

定する。 

（異年次の授業科目の単位修得） 

第１４条 教育上支障のない場合に限り，異年次の授業科目を履修し単位を修得することができる。

ただし，１年次においては，２年次開講の必修科目を履修し単位を修得することはできない。 

（未修得単位の認定等） 

第１５条 履修を認められた未修得授業科目は，次学期以降において，試験等により学期ごとに単

位修得を認定できる。 

（再履修の必要な科目） 

第１６条 別表１に定める授業科目及び上位年次の授業科目が未修得の場合，その授業科目を再度

履修し，単位を修得しなければならない。 

（専攻科修了の認定） 

第１７条 学則第４５条に定める専攻科修了の認定は，学期末に行う。 

   附 則 

 この内規は，平成 7年 4月 17日から施行し，平成 7年 4月 1日から適用する。 

   附 則（平成 10年学校規則第 18号） 

 この内規は，平成 10年 12月 18日から施行する。 

   附 則（平成 11年学校規則第 8号） 

 この内規は，平成 11年 6月 18日から施行し，平成 11年 4月 1日から適用する。 

   附 則 

 この内規は，平成 17年 3月 14日から施行し，平成 16年 4月 1日から適用する。 

   附 則 

 この内規は，平成 17年 5月 25日から施行し，平成 17年 4月 1日から適用する。 

   附 則 

 この内規は，平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この内規は，平成 26年 6月 30日から施行し，平成 26年 4月 1日から適用する。 

   附 則 

 この内規は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この内規は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この内規は，平成 28年 4月 1日から施行する。
 附 則 

 この内規は，平成 29年 4月 1日から施行する。 



附 則 

 この内規は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この内規は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

 



 

 

別表１（第１６条関係） 

専  攻 授業科目名 

先端融合開発専攻 

創造工学実習 

特別実験 

特別実習 

特別研究１ 

特別研究２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第１号 

専攻科長 

 

 

 

 

追  試  験  受  験  願 

 

令和  年  月  日 

 

授業科目担当教員 殿 

 

 

          専攻    学年 

 

氏 名            

 

 

下記事由のため、追試験をご許可願います。 

 

 

記 

 

１  事   由                                   

 

２  試験区分   令和  年度  □ 前期  □ 後期 

                  □ 平常試験  □ 期末試験 

 

３  試験を受けられなかった期日・授業科目等 

 

月  日 時  限 授  業  科  目  名 授業科目担当教員名 

    

 

（注）病気のため受験できなかった場合は、医師の診断書を添付すること。 



別紙様式第２号 

                           令和  年  月  日 

      

岐阜工業高等専門学校長 殿 

 

                      教科目担当教員 

                                     

 

専攻科成績評価及び出席時数等証明書 

 

 

 

  このことについて，専攻科学生の試験，成績評価，進級及び修了認定に関する内規第

１２条第４項に基づき，下記のとおり証明します。 

 

記 

 

       学籍番号                  

 

       学生氏名                  

 

       教科目名                  

 

       成績評価                  

 

       総授業時間数             時間 

 

       出席時数               時間 

        

欠課時数の内訳 

・ 内規第１２条第３項に規定する事由による欠課時数 

 

                                時間 

 

        ・その他の事由による欠課時数          時間 

 

          忌引・出席停止時数（合計）         時間 


